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第57回　芦屋市展

問い合わせ　美術博物館　138-5432(伊勢町12-25) 問い合わせ　選挙管理委員会　138-2100
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■会　期　６月12日～27日＜月曜休館＞
　　　　　午前10時～午後５時
　　　　　※入館は４時30分まで
　　　　　※最終日は４時30分で閉館します
■会　場　美術博物館
■部　門　平面１(抽象)、平面２(具象)、
　　　　　立体、写真、工芸
■観覧料　一般300(240)円、大高生200(160)円、
　　　　　中学生以下無料
　　　　　＊(　)内は20人以上の団体料金

ご存知ですか？　「花と緑」の助成制度

　ご自宅の庭やベランダ、地域の花壇や事務所等で育てている草花や花木等の写真を
撮って応募してみませんか？　今回から「あしや花と緑の会」会員以外のかたもご応募
いただけます。「芦屋庭園都市」をともに推進していくため、どしどしご応募ください。
＜応募条件＞

　内　　　容　１年以内に撮影した写真・キャビネ版(127mm×178mm)３枚。組写真可。
　　　　　　　※周辺の景観と花や緑の組み合わせを考えて撮影してください。
　賞について　楯と賞金(１位・２万円、２位・１万円、３位・５千円、入賞３千円)
　そ　の　他　応募写真は返却しません。入賞写真は、「あしや花と緑の会」会報等に
　　　　　　　掲載します。表彰式・展示日時は、10月中旬の予定です。
＜応募方法＞　写真の裏面に応募者の住所・氏名(会員は会員番号)・撮影日を記入し、
　　　　　　　９月１日から30日までに下記へ、郵送または直接持参してください。

問い合わせ　あしや花と緑の会事務局(みどりの課内)
138-2103(〒659-0034 陽光町1-1 総合公園内)

　「芦屋庭園都市づくり」のための具体的行動項目については、広報４月号でお知ら
せしましたが、今回は「緑の情報収集と発進」の一つとして、本市および兵庫県で取
り組んでいる「花と緑」に関する助成制度についてご紹介します。
　本市が花と緑いっぱいのまちになるよう、ご活用ください。
 ◆芦屋市の助成制度
【住民緑化団体育成助成】申請先：みどりの課(125-2103)　

　 対象 花壇やプランターの設置など、緑化活動を恒常的に行う10人以上の市民団体
　大型プランターを設置している場合　１基あたり2,000円(限度額・50,000円)
　花壇を維持管理している場合　10㎡未満・10,000円～45㎡以上・50,000円限度
　街路樹を維持管理している場合　100ｍ未満・10,000円～800ｍ以上・50,000円限度
【生け垣等設置助成制度】申請先：みどりの課(125-2103)

　 対象 居住の住宅敷地に生け垣等を設置する工事(設置に伴う塀の撤去工事含む)、
新たに居住用住宅を建設して生け垣等を設置する工事

　樹木の植栽(高さ１ｍ以上の常緑樹)
　　算定基礎：植栽延長１ｍにつき50,000円以内
　　交付額：算定基礎から得た額の３分の２以内(限度額・400,000円以内)
　つる性植物の植栽(塀を被覆するもの)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　算定基礎：植栽延長１ｍにつき10,000円以内
　　交付額：算定基礎から得た額の３分の２以内(限度額・150,000円以内)
　既存塀の撤去工事(生け垣設置に伴うもの)
　　算定基礎：撤去延長１ｍにつき8,000円以内
　　交付額：算定基礎から得た額の３分の２以内(限度額・120,000円以内)　
【緑化等環境保全事業助成】申請先：生活環境部総務課(138-2051)

　 対象 市内の緑化・植樹事業、ビオトープ設置、環境教育に係る映像、パソコンソフ
ト・図書の製作または購入、その他環境保全に関する事業を実施する市民等

　助成内容　対象事業の実施に要する経費の３分の１の額(限度額・100,000円)
　　　　　　※次回は、８月に募集する予定です。
 ◆兵庫県の助成制度
【緑化用苗木の配布事業】申請先：兵庫県阪神南県民局環境課(106-6481-4658)

　 対象 公園・道路沿線などの公開公有地、学校・病院・福祉施設などの公共的施設の
公開または半公開されている敷地、集合住宅の共用地や事業所等の接道部等
の場所で植樹や維持管理を行う、緑化活動団体や自治会等の住民団体

　助成内容　原則として、１団体に樹種により上限100本または200本の苗木を配布
【住民組織の育成事業】申請先：兵庫県阪神南県民局環境課(106-6481-4658)

　 対象 緑化活動を、これから年間を通じて恒常的に実施する10人以上の団体
　大型プランターを設置している場合　１基あたり1,000円(限度額・50,000円)
　花壇を維持管理している場合　10㎡未満・10,000円～45㎡以上・50,000円限度
　街路樹を維持管理している場合　100ｍ未満・10,000円～800ｍ以上・50,000円限度

問い合わせ　公園緑地課　138-2065

第５回 花と緑のコンクール
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■ビデオに撮って
　　　　自分の泳ぎを見てみよう！

日　時　①６月23日～７月14日(水)
　　　　②６月18日～７月９日(金)
　　　　いずれも午後１時～２時30分
定　員　①②４回コース・各10人
受講料　6,500円

■シルバー体操教室(60歳以上･若干名)
　日　時　７～９月(水曜日・全10回)
　　　　　午後１時30分～２時45分
　受講料　11,000円
■シェイプアップ教室(一般・若干名)
　日　時　７～９月(金曜日・全10回)
　　　　　午後１時30分～２時45分
　受講料　11,000円

海浜公園プールの催し 問い合わせ　海浜公園プール
　122-8861(浜風町30-1)

※申し込み　６月18日(金)から所定の申込　
　　　　　　書を上記へ提出　＜先着順＞

※申し込み　６月９日(水)から所定の申込　
　　　　　　書を上記へ提出　＜先着順＞

社会教育関係団体登録の申請受付
■申請期間　6月15日～30日(土・日・祝日を除く)

問い合わせ　生涯学習課　138-2091

　下記の登録の要件に該当し、登録を希望する団体やグループは、申請手続きをして
ください。登録の有効期間は、承認日から平成18年８月31日までです。
【登録要件】
　①社会教育法に基づく組織的な教育活動を自ら行い、その団体の学習活動・内容が
　　明確であり、公の支配に属さない団体であること。
　②団体運営については、団体に主体性があり、営利事業や政治・宗教活動を目的と
　　しない任意団体であること。特に芸能・趣味関係団体については、活動が流派の
　　普及活動や指導者の営利を目的としたり、またはそれに類した行為を行わない団
　　体であること。
　③過去１年以上の実績があり、将来も継続して活動できる団体であること。
　④規約および経理機構があり、団体の本拠としての事務所を有していること。
　⑤健全な自己財源を持ち、会員の会費等の負担額が一般的に見て高額すぎないこと。
　⑥団体の活動への参加窓口を一般市民に広げていること。団体内だけの活動のみで
　　なく、地域全体への普及啓発活動があること。
　⑦組織の構成メンバーが、主として芦屋市民であること。また、芦屋市域を活動の
　　拠点にしていること。

「第56回芦屋市展」会場風景
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春のわがまちクリーン作戦
　海と陸のクリーン作戦「リフレッシュ瀬
戸内」、「クリーンアップひょうごキャン
ペーン」協賛事業に、ご家族そろってご参
加ください。＊手袋･ごみ袋は用意します。
日　時　６月13日(日)午前９時～11時30分
　　　　※雨天の場合は20日(日)に順延
集　合　芦屋公園(中央会場)
　　　　各ブロックごとに定める場所
申し込み　各町の自治会へ

問い合わせ　自治環境協議会
(市民参画課内)138-2007


